


1

指導者の皆様へ

スポーツを振興する上で指導者の必要性はスポーツ振興法をは

じめあらゆる提言の中で謳われ、スポーツの関係者はもとより、

一般市民にいたるまでのすべての国民が認めるところです。

しかし、保健体育審議会の答申やスポーツ振興基本計画などを

みても、「資質の高い指導者」の必要性は指摘されておりますが、

どのような指導者が資質の高い指導者であるかは、具体的には明

記されておりません。

また、日本体育協会においても、スポーツ指導者にスポーツ医

科学の知識を学んでいただき指導現場でその知識を生かしていた

だくために、昭和40年から指導者養成事業を開始し、現在にいた

っておりますが、本会が養成する指導者の理想像が明確に見えて

こない事実もありました。

スポーツに対する国民のニーズは、多種・多様の時代を迎え、

このニーズにあった質の高い指導者を養成するためには、本会を

はじめ、国民のすべてが描く、スポーツ指導者像を明らかにする

必要性を認識し、「望ましい指導者とは」を作成しました。

本冊子が、指導者各位の賛同を得て、一人でも多くの国民がス

ポーツに親しむ社会の実現に寄与することを願っております。
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1 スポーツ指導者の役割

�スポーツ文化とスポーツ指導者
スポーツ文化を豊かに享受する能力とは、プレイヤー（日常生活

において楽しみ、気晴らしとしてスポーツを楽しむ人から、世界の

トップを目指す競技者まで、スポーツ活動に参加するすべての人、

すべての指導対象者をプレイヤーと表現しています。）が自らスポー

ツをすることに意義と価値を持ち、スポーツの競技規則、スポーツ

マンシップとフェアプレイに代表されるマナー、エチケットなどの

スポーツ規範に基づき主体的・継続的にスポーツの楽しさや喜びを

味わうことです。

これらの能力を育成するためスポーツ指導者は、自らがスポーツ

文化を理解し、プレイヤーとお互いに尊敬しあい、プレイヤーの立

場に立ち、サポートしていかなければなりません。

また、これまでの指導は、個々人が持つスポーツの目的を合理的

に達成するための方法としてスポーツ技術・戦術に関する指導が中

心となっていましたが、スポーツの行い方や取り組み方、とりわけ

I
求められる

スポーツ指導者像
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公認スポーツ指導者養成の基本コンセプト
財団法人日本体育協会及び加盟団体等は、生涯スポーツ社会の実現を目指し、

生涯を通じた「快適なスポーツライフ」を構築するため、その推進の中心とな

るスポーツ指導者を養成する。

財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者とは
財団法人日本体育協会及び加盟団体等が、公認スポーツ指導者制度に基づき

資格認定する指導者とは、スポーツ医・科学の知識を活かし、「スポーツを安全

に、正しく、楽しく」指導し、「スポーツの本質的な楽しさ、素晴らしさ」を伝

えることができる者である。

望ましい公認スポーツ指導者像
公認スポーツ指導者は、日常の「生活／暮らし」にスポーツを取り入れるこ

とによって「豊かな人生」を得られることを広く一般に定着させるとともに、

「仲間と楽しく行いたい」、「うまくなりたい、強くなりたい」さらに「健康にな

りたい、長生きしたい」という欲求に応えられるよう、その実現に向けて「サ

ポート」するという役割を持つ。

また、常に自己研鑚を図り、自ら成長・発展するとともに、社会的評価を得

られるよう努力することが重要である。

公認スポーツ指導者ができること
◎スポーツに初めて出会う子どもたちが、安心してスポーツ活動を楽しめるよ

うサポートすること

◎どの年代からでも、スポーツを始められるようサポートすること

◎生涯を通じてスポーツを楽しむ方法や機会を提供すること

◎スポーツの経験がない人でも「スポーツ愛好家」に導くようサポートすること

◎技能をもっと高めたいという、ジュニアからトップレベルまでの競技者の願

いが実現するようサポートすること

◎スポーツを通して人間としてのマナー、エチケットなど豊かな人間性を涵養

すること

C O N C E P T


